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原子力災害時における避難行動現況調査を実施

　福島県は、富岡町にお住まいの方を対象に、新たな原子力災害が発生した場合に備えた避難行動
に関する現況調査を実施します。これは、いざという時に住民の皆さまが安全かつ円滑に避難を実
施することができるかを確認するものです。
　調査の詳細は、決まり次第広報紙等でお知らせします。皆さまのご協力をよろしくお願いします。

【調査期間】　令和元年９月～１１月（予定）
【調査方法】　調査員が富岡町内のご自宅を戸別訪問し、調査させていただきます。

問生活環境課 原子力事故対策係

福島県家賃等支援事業について

　福島県は、民間賃貸住宅等（公営住宅も含む）に居住することを余儀なくされている世帯を対象と
した家賃等の助成支援事業を、引き続き実施しています。
　対象となる助成金の額は以下のとおりですが、平成３１年４月以降に仮設住宅等の退去が決定し
た方はこの事業の対象とはなりませんのでご注意ください。
　なお、平成３０年４月から平成３１年３月分の助成金の申請受付期限は、令和元年９月３０日まで
延長されていますので併せてお知らせします。

【助成対象世帯】
　①東京電力から平成３０年３月分までの家賃賠償を受け、継続して賃貸住宅等（公営住宅も含む）
に居住している世帯。

　②平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に応急仮設住宅等の退去を決定して、令
和元年６月３０日までに賃貸住宅等（公営住宅も含む）へ移転した世帯。

　　※平成３１年４月以降に応急仮設住宅等の退去が決定した方は対象となりません。

【助成金の額】
　平成３１年度は上限額が次のとおり設定されます。
　①賃貸住宅等１戸につき、入居者４人までが月６万円、５人以上は月９万円
　　※基準となる入居者数は、平成３１年３月分助成金の給付決定をもとに判定します。
　②応急仮設住宅に係る超過分の家賃負担額は、支援対象外です。

問福島県家賃等事務センター　☎０１２０－９００－７７５
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お知らせ

　福島県外において、避難生活等に関する個別相談会を開催します。
　長期にわたる県外での生活や住まい、帰町に関する相談、全国のコンビニエンスストア
等で住民票等各種証明書を取得することができる便利なマイナンバーカードのお申込み受
付等に、町役場職員が直接お伺いします。
　皆さまのお越しをお待ちしております。

　　※上記日程以外に、群馬県及び栃木県内にて１１月下旬に開催する予定です。

【取扱内容】
　○避難生活相談窓口
　　住まい、生活支援、帰町に関する情報、町内の復興状況、賠償関係に関すること。
　　※内容によっては、後日の回答とさせていただく場合もありますので、あらかじめご了承くだ

さい。
　○マイナンバー窓口
　　マイナンバーカード申請の受付、マイナンバーカードの使い方などに関する相談。
　○マイナンバー教室の開催
　　会場にて、マイナンバー教室を開催します。マイナンバーの仕組みや使い方について、資料を見
ながら簡単にご案内いたします。この機会にマイナンバーについての知識を深めてみませんか。

　　※随時行いますので、ご希望の方は係員にお声がけください。

【カード申請に必要なもの】
　①通知カード
　②個人番号カード交付申請書
　③顔写真(４.５cmｘ３.５cm 会場で撮影できます)
　④お名前を確認できる書類
　　（運転免許証、顔写真入住基カード、旅券
　　または健康保険証と年金手帳等の２種類の組合せ）

問住民課

マイナンバーカー
ドの申込には、通
知カードが必要に
なります。

※通知カードがお手元にない場合は、当
日係員にお申し出ください。

県外避難者個別相談会　開設のお知らせ

マイナンバーカードの手続きに際して必要な書類

 ９  ：３０～
１２：００

開設日 開 設 窓 口（住 所） 最寄駅・駐車場の有無 受付時間

１３：３０～
１６：００

９月７日
(土) 埼玉県

川口市中央ふれあい館 
２階　特別会議室
(川口市本町４-５-２６)

JR京浜東北線川口駅から徒歩約７分

駐車場はありませんので、近隣有料駐
車場をご利用ください。

９月８日
(日) 茨城県

土浦市亀城プラザ 
３階　第２会議室
(土浦市中央二丁目１６-４)

JR常磐線土浦駅　西口徒歩約１０分

駐車場あり

マイナちゃん

が

　広報７月号１０ページ「令和元年度 総合検診のお知らせ」の、集団検診の欄に誤りがありま
した。お詫びして訂正します。
　　　　　　　　 誤　白河市　９月２６日　　　正　白河市　９月２７日

問健康づくり課 国保年金係・健康づくり係

お詫びと訂正

｝同封されています

お知らせ

　ハチは、春から秋にかけて活動し、特に繁殖期の９月から１０月は非常に攻撃的になります。ス
ズメバチなどに刺されると強烈な痛みに襲われ、蜂毒アレルギー体質の方は死亡する例もありま
す。
　巣に近づく、石を投げるなどの蜂を刺激する行為は避け、万が一刺された場合は自分で判断せ
ず、必ず医師の診断を受けてください。

【蜂に襲われないために】
　①巣の近くで蜂を刺激するもの（香水・ヘアスプレー・虫除けの超音波装置など）を身に着けたり
使用しない。

　②純毛製品や黒い衣服は刺されやすいので注意。白っぽい服の方が安全度は高い。
　③蜂は樹液などの甘いものを好むため、蜂がいる場所では果実やジュースの飲食を控える。
　④駐車中の自動車の窓は、必ず閉めておく。
　⑤スズメバチ類の巣と突発的に遭遇し、見張りの蜂に威嚇や攻撃を受けた場合、大声で騒いだり

腕で追い払ったりすることは厳禁（蜂は左右や急激な動きに敏感なため）。頭を隠し、低い姿勢
で巣からゆっくり離れましょう。

問生活環境課 環境衛生係

　公益社団法人福島県シルバー人材センター連合会では、次のとおり相双地域講習会「樹木の育成
基礎講習」を開催します。

【日　　程】　令和元年８月２９日（木）～ ８月３０日（金）
【場　　所】　相馬市総合福祉センター（はまなす館）
【参 加 費】　受講料、テキスト代とも無料
【対 象 者】　シルバー人材センターでの就業を希望する６０歳以上の方で、現在シルバー人材セン

ターの会員でない方
問公益社団法人福島県シルバー人材センター連合会
☎ ０２４－５２１－６０８１　　　　　　　  　

危険なハチに注意！　刺激をせず、身を守りましょう

樹木の育成基礎講習を開催

　携帯電話の新しい電波利用開始に伴い、テレビ映像に影響が出るおそれがあるご家庭を対象にチ
ラシを配布します。
　影響が出た場合は無償で回復作業を行いますので、（一社）700MHz（メガヘルツ）利用推進協会ま
でご連絡ください。

【新電波利用開始日】　令和元年８月２２日（木）予定

【障害が出た場合の連絡先及び問い合わせ先】
　　　　　　　　　　700MHzテレビ受信障害対策コールセンター　☎０１２０－７００－０１２
　　　　　　　　　　受付時間　９：００～２２：００（土日祝日及び年末年始を含む）

受信障害対策　テレビの視聴に関するお知らせ
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この印刷物は、FSCⓇの基準に
従って認証され、適切に管理さ
れた森からの木材を含んだ用紙
を使用して印刷しています。
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消防署からのお知らせ

熱中症を予防しましょう!

　室温や気温が高い中で、体内の水分や塩分（ナトリウム）などのバランスが崩れ、体温の調節
機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体のだるさ、ひどいときには、けいれんや意識の異
常など、様々な障害を起こす症状のことです。
　家の中でじっとしていても室温や湿度が高いために、体から熱が逃げにくく熱中症になる場
合がありますので、注意が必要です。

　福島県内では住宅用火災警報器が未設置の住宅における火災によって多数の死者が発生して
おり、管内においても同様の火災発生が危惧されております。住宅火災による死者が発生しな
い安全な地域となるよう、双葉郡内に居住されている世帯を対象として、住宅用火災警報器の
設置促進することを目的とし、全戸訪問を実施しております。

住宅用火災警報器設置促進に係る全戸訪問について

熱中症とは？

浪江消防署
0240-34-4111

火事と救急は119番火事と救急は119番
富岡消防署

0240-22-2119

重症度 症　　　状

軽

重

•めまい
•立ちくらみ
•こむら返り
•手足のしびれ

•涼しい場所へ移動
•安静
•水分、塩分補給

•涼しい場所へ移動
•体を冷やす
•安静
•十分な水分と塩分補給

•頭痛
•吐き気
•体がだるい
•集中力や判断力の低下

対　　　処 医療機関への受診

•意識障害（受答えや
会話がおかしい）
•けいれん
•運動障害（普段通り
に歩けないなど）
•体が熱い

ご理解とご協力
お願いします!

•涼しい場所へ移動
•安静
•体が熱ければ保冷剤
などで冷やす

•症状が改善すれば
受診の必要なし

•急いで救急車を要請

•口から飲めない場合
や、症状の改善が見
られない場合は、受
診が必要


